
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見
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0120156

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類

型、一品ごとの適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類

型、一品ごとの適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産用・プレ申告用）

・種類別明細書（増減資産用）

誤植（様式改正の未反映）であると思料されるため。 - 報告

ご指摘のとおりのため、機能要件上に記載する帳票タイトルについて、

本来指摘の帳票タイトルに修正すべきところ、標準仕様書3.0版時に対応が漏れていたため、誤記修正

として次回改版時に修正します。

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類型、一品ごと

の適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（全資産用・プレ申告用）

・種類別明細書（減少資産用）

・種類別明細書（増減資産用）

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0120157

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類

型、一品ごとの適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類

型、一品ごとの適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産用・プレ申告用）

・種類別明細書（増減資産用）

誤植（様式改正の未反映）であると思料されるため。 - 報告

ご指摘のとおりのため、機能要件上に記載する帳票タイトルについて、

本来指摘の帳票タイトルに修正すべきところ、標準仕様書3.0版時に対応が漏れていたため、誤記修正

として次回改版時に修正します。

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類型、一品ごと

の適用する減免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（全資産用・プレ申告用）

・種類別明細書（減少資産用）

・種類別明細書（増減資産用）

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0120328 元旦 元日
元旦という表現については、意味合いが異なるため、帳票要件

等では既に「元日」に改まっているため修正漏れと考えます。

従前意見照会で元旦ではなく元日と改まっているモノであるた

め修正モレと考えます。
報告

ご指摘のとおりのため、機能要件上に記載の文言について、本来指摘の文言に修正すべきところ、標準仕

様書2.0版時に対応が漏れていたため、誤記修正として次回改版時に修正します。

誤：元旦

正：元日

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0120131 - 事業種目コード

帳票印字項目・諸元表に令和９.4.1適合項目として、オプション

項目を追加したのならば、システム的に管理できなければなら

ないため、機能要件にも明確に記載いただきたいです。

ー 報告

前回実施したWTにて賛成多数だったため、以下のとおりに本データ項目を標準オプション機能にて追加し

ます。

国税（所得税及び法人税確定申告書）の事業種一覧を凡例に基本データリスト上のデータ項目ID：

012-00805　「事業種目名称」のコードに該当する項目を新たに設け、システム上はコードを用いた管理

を可能とします。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0120267

・権利者情報（住所、氏名、持分） ・権利者情報（住所、氏名、持分、生年月日）

現状で法務局から連携される登記済通知書の電子データに生年

月日の項目があり、宛名情報（住基・住登外）との照合の精度

向上が期待できるため

質問

電子化された登記済通知書に含まれる項目のうち権利者情報の生年月日について、データ項目追加の

ご要望を頂きました。事務の正確性向上を念頭にデータ項目の要否についてご回答ください。

①賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。また、本項目を追加することにより、自治体に有益性が見込

まれない場合は本項目にその旨ご記載ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

賛成

①賛成

②（対象外）

【ベンダーのみ回答】

③適合基準日：令和８年度（2026年4/1～）

今後の標準仕様改版、法制度改正により、回答期限では実現

できない可能性があります。

賛成 賛成

①賛成

②賛成とはしたが、本市の場合は住基情報と物件

情報を紐付けたものとなるため、有益性はあまり高く

ないかもしれない。（そもそも登記済通知データ自

体に生年月日情報が含まれていない。）

賛成 反対

②前提として、現在生年月日情報が通知されているという認識はありません。

通知されているとして、機能ID：0120002　で規定されている検索用情報に含ま

れる内容のため、そちらで対応すべきであり、機能ID：0120267　の内容を変える

べきではないと考えます。

なお、令和4年度税制改正において検索用情報（ふりがな、生年月日等）を通

知事項に加えることについて、不動産登記法の改正は確認できていますが、これに

ついての地方税法改正、運用通達、登記所からのデータレイアウト等は確認できて

いないため、運用上の有益性はもとより、データ管理上の対応方針も立てられてい

ないのが現状です。

賛成 賛成

【土地・家屋】

　本都は帳票要件にのみ準拠する旨申し添えます。

①賛成

②－

③－

賛成 賛成

入力項目が追加になることは賛成です。ただ

し、入力有無については必須ではなく、空欄

でも更新が可能にしていただけると幸いです。

賛成 ①賛成
氏名については、生年月日とあわせて追加されるカナ氏

名も追加頂きたい。
その他 照会内容について回答する立場にありません。 その他

市町村の税実務に関する事項のため、制度所管

省庁において適切にご判断いただければ、当庁から

意見はありません

9 1 2

事業者の意見は２分されたものの、賛成多数により本データ項目を成案する方針とします。

なお、事業者から受領した回答及び他項目が実装必須であることを踏まえ、本データ項目の

実装区分は「実装必須機能（※）」とします。

また、一部事業者から指摘があったとおり、機能ID:0120267の・権利者情報（住所、氏

名、持分）、義務者情報（住所、氏名、持分）に付随するデータ項目がデータ要件上規

定されていないため、デジタル庁へ追加の依頼を図ることとします。

0120080

・権利者情報（住所、氏名、持分） ・権利者情報（住所、氏名、持分、生年月日）

現状で法務局から連携される登記済通知書の電子データに生年

月日の項目があり、宛名情報（住基・住登外）との照合の精度

向上が期待できるため

質問

電子化された登記済通知書に含まれる項目のうち権利者情報の生年月日について、データ項目追加の

ご要望を頂きました。事務の正確性向上を念頭にデータ項目の要否についてご回答ください。

①賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。また、本項目を追加することにより、自治体に有益性が見込

まれない場合は本項目にその旨ご記載ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

賛成

①賛成

②（対象外）

【ベンダーのみ回答】

③適合基準日：令和８年度（2026年4/1～）

今後の標準仕様改版、法制度改正により、回答期限では実現

できない可能性があります。

賛成 賛成

①賛成

②賛成とはしたが、本市の場合は住基情報と物件

情報を紐付けたものとなるため、有益性はあまり高く

ないかもしれない。（そもそも登記済通知データ自

体に生年月日情報が含まれていない。）

賛成 反対

②前提として、現在生年月日情報が通知されているという認識はありません。

通知されているとして、機能ID：0120002　で規定されている検索用情報に含ま

れる内容のため、そちらで対応すべきであり、機能ID：0120067　の内容を変える

べきではないと考えます。

なお、令和4年度税制改正において検索用情報（ふりがな、生年月日等）を通

知事項に加えることについて、不動産登記法の改正は確認できていますが、これに

ついての地方税法改正、運用通達、登記所からのデータレイアウト等は確認できて

いないため、運用上の有益性はもとより、データ管理上の対応方針も立てられてい

ないのが現状です。

賛成 賛成

【土地・家屋】

　本都は帳票要件にのみ準拠する旨申し添えます。

①賛成

②－

③－

賛成 賛成

入力項目が追加になることは賛成です。ただ

し、入力有無については必須ではなく、空欄

でも更新が可能にしていただけると幸いです。

賛成 ①賛成
氏名については、生年月日とあわせて追加されるカナ氏

名も追加頂きたい。
その他 照会内容について回答する立場にありません。 その他

市町村の税実務に関する事項のため、制度所管

省庁において適切にご判断いただければ、当庁から

意見はありません

9 1 2

事業者の意見は２分されたものの、賛成多数により本データ項目を成案する方針とします。

なお、事業者から受領した回答及び他項目が実装必須であることを踏まえ、本データ項目の

実装区分は「実装必須機能（※）」とします。

また、一部事業者から指摘があったとおり、機能ID:0120267の・権利者情報（住所、氏

名、持分）、義務者情報（住所、氏名、持分）に付随するデータ項目がデータ要件上規

定されていないため、デジタル庁へ追加の依頼を図ることとします。

0120249

なし （画面からの入力に加えて交付申請書記載項目が記録された電子ファイル(CSV等)を入

力して一括発行する機能を含む）

住民からの電子申請による証明書発行を円滑におこなうため 質問

CSVを用いた一括発行機能をご要望いただいております。

今後、申請管理システム等を用いて一括発行による事務の効率化を視野に、標準オプション機能にて一

括発行機能の追加を検討しております。以下についてご回答ください。

①賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。また、本項目を追加することにより、自治体に有益性が見込

まれない場合は本項目にその旨ご記載ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

反対

①反対

②ID：0120249…各種証明書等を発行できること。

→固定資産税の場合は、更正処理が伴い、かつ、即時で反映さ

れるものではなく、

　タイムラグなども考慮すると発行内容の安全性から個別に窓口

発行がメインであると

　考え、一括発行する機能は不要と考えます。

【ベンダーのみ回答】

③適合基準日：令和８年度以降（2026年4/1～）

今後の標準仕様改版、法制度改正により、回答期限では実現

できない可能性があります。

賛成 賛成 賛成 反対
②現時点において、住民からの電子申請による証明書発行件数が一括発行機

能を必要とするほど多くないため、有益性が見込まれない。
賛成 賛成

【土地・家屋・償却資産】

　本都は帳票要件にのみ準拠する旨申し添えます。

①賛成

②－

③－

賛成 賛成
当市でも電子申請の導入を控えているため

賛成です。
賛成 ①賛成

　CSVファイルと課税台帳との突合項目として、通知書

番号を想定しており、CSVファイルの項目に

通知書番号が含まれることを前提としています。

　また、物件の特定のため、不動産番号の項目もあった

方が望ましいと考えています。

その他 照会内容について回答する立場にありません。 その他 異論はございません。 8 2 2

構成員からは賛成意見がでたものの、全ての事業者にて反対である旨の意見をいただいてお

り、特に発行年月日や支援措置対象者に関する事務運用で課題が残る点、本税目でなく

税務共通にて実装するべきとの意見を踏まえ、本機能要件は要件化しない方針とします。

質問

不納欠損の情報を収納から賦課側へ連携すべきとの意見が事業者より寄せられておりますが、固定資産

税において不納欠損情報が連携されることは必要でしょうか。必要に応じ収納管理システムを参照するこ

とでも対応可能かと考えており、現行システムでの連携機能の有無含め必要性についてご教示ください。
反対

・固定資産税から、収納管理システムの不納欠損情報を参照す

る

　→不要。収納管理システムを参照いただく。

・現行システムでの連携機能

　→有

（補足）

一般的に収納としての業務分掌であり、収納システムを参照する

ことで確認可能であるため不要と考えます。

反対

不納欠損の情報までの連携は求めないが、収納状況につ

いては資産税担当において確認できることは必要。

登記のための「登載納税証明」発行する場合、収納状況

を確認する必要があるため。

その他
現行は収納管理システムで参照できる状態。連携

は必須ではない。
反対

本市の現状では、不納欠損情報は連携してお

らず、別システムを参照しております。よって、連

携機能の必要性はありません。

反対 必要なし、現行システムでの連携機能もない。 その他

現行システムでは連携していないと思わ

れる。収納管理システムを参照することで

不納欠損の情報を確認することができる

のであれば、賦課側へ連携しなくても差し

支えないと考える。

反対

【土地・家屋・償却資産】

　本都は帳票要件にのみ準拠する旨申し添えた上、以下回

答いたします。

　左記ご意見の背景・理由等が明らかではありませんが、一般

的に不納欠損に係る情報は収納管理部門内で扱えば足りる

ものであり、固定資産の評価や賦課にあたって連携される必要

性を感じません。調査にあたっては参考となり得ますが、左記ご

記載のとおり収納管理システムを参照すれば足りると考えます。

　なお、現行システムにおいて連携機能は実装されておりませ

ん。

その他

現行のシステムでは連携されている。

賦課の立場としては必ずしも連携しなくてもよい。 反対

当市ではシステム上で不納欠損の情報を連

携等はしておらず質問内容にあるように収納

管理システムで参照ができるのであれば問題

ないと思われます。

反対 賛成

現行システムでは実装されておらず、必ずしも必要な機

能ではないと考えられるが、実装された場合も業務に支

障をきたす懸念はなく、実装に反対するようなデメリット

はない。

その他 照会内容について回答する立場にありません。 その他

市町村の税実務に関する事項のため、制度所管

省庁において適切にご判断いただければと思います

が、他税目との横並びでの調整が必要と考えます

1 7 5
収納システムにて確認できれば充足するとの意見が大半だったため、本機能要件は要件化し

ない方針とします。

構成員向け区分

（質問・報告）
質問内容 J市

運用想定機能ID 要件 K市 団体LF市 G市 H市 I市団体A B市 C市 D市 E市
賛成 その他 事務局方針反対

団体M


